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	個人情報の取扱に関する覚書
	（目的）
	（定義）
	（管理部署及び管理者）
	乙は、本覚書締結後遅滞なく、本覚書末尾記載の書式（以下「本書式」という。）に基づく書面により、個人情報の管理部署及び管理者等を...
	乙が前項の管理部署及び管理者等を変更しようとするときは、本書式により遅滞なく甲に通知しなければならない。

	（個人情報の収集）
	（秘密保持）
	乙は､個人情報を秘密に保持し、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者に開示又は提供してはならない。
	乙は、本業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取扱わせてはならない。
	乙は、本業務に従事する従業員のうち個人情報を取扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても、個人情報を秘密に保持するよ...

	（目的外使用の禁止）
	（複写・複製の禁止）
	（個人情報の管理）�　乙は､個人情報を取り扱うにあたり、個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等のリ...
	乙は、甲の指示に従い、個人情報を正確かつ最新の状態で保管するものとする。
	前二項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙はこれに従わなければならない。
	甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。
	甲が、個人情報の管理方法について乙に改善を申し入れた場合、乙はこれに従わなければならない。

	（返還等）
	乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければなら...

	（記録）
	乙は、前項の記録を各本業務の終了後3年間保存しなければならない。

	（再委託）
	乙が前項に基づく甲の承諾を得て本業務を第三者に再委託する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再委託先を選定するとともに、当...
	前項の場合といえども、乙は本覚書に基づき乙が負担する義務を免れない。

	（事故）
	前項の事故が乙の本覚書の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は...
	第1項の事故が乙の本覚書の違反に起因する場合は、乙は、前二項のほか、当該事故の拡大防止や収拾ために必要な措置について、甲の別途...

	（解除）
	（有効期間）
	（基本契約の適用）

	管理部署及び管理者通知書式

